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○ 総 務 省 令 第    号  
日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 五 号 ） 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 の 規

定 に 基 づ き 、 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め

る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  林   芳 正  

日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改

正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後

欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲

げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 る 。  
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改  正  後 改  正  前 

  （ 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 に 規 定 す る 電 話 の 役 務 を あ ま ね く 目 的 業 務 区 域 に お い て 適 切 、 公 平

か つ 安 定 的 に 提 供 す る こ と を 確 保 す る た め に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 ） 

第 二 条 の 二 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 に 規 定 す る 電 話 の 役 務 を あ ま ね く 目 的 業 務 区 域 に お い て 適

切 、 公 平 か つ 安 定 的 に 提 供 す る こ と を 確 保 す る た め に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 ワ イ ヤ

レ ス 固 定 電 話 役 務 （ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 第 十 四 条 第 四

号 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 提 供 す る た め に 他 の 電 気 通 信

事 業 者 の 電 気 通 信 設 備 を 利 用 す る 場 合 で あ つ て 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 方 針 を 定 め て い る と

き と す る 。 

（ 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 に 規 定 す る 電 話 の 役 務 を あ ま ね く 目 的 業 務 区 域 に お い て 適 切 、 公 平

か つ 安 定 的 に 提 供 す る こ と を 確 保 す る た め に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 ） 

第 二 条 の 二 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 に 規 定 す る 電 話 の 役 務 を あ ま ね く 目 的 業 務 区 域 に お い て 適

切 、 公 平 か つ 安 定 的 に 提 供 す る こ と を 確 保 す る た め に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 と す る 。 

 

一 ワ イ ヤ レ ス 固 定 電 話 役 務 は 、 光 提 供 区 域 （ 地 域 会 社 が 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三

年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） 第 一 条 第 二 項 第 七 号 に 規 定 す る Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ ア ク セ ス サ ー ビ ス を 提 供 す

る 区 域 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 以 外 の 区 域 に お い て 提 供 す る こ と を 基 本 と す る こ と 。 

一 特 例 地 域 の う ち 、 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 に 規 定 す る 認 可 の 申 請 の 時 に お い て 加 入 者 密 度

が 十 八 未 満 で あ る 市 町 村 内 の 町 又 は 字 そ の 他 の 区 域 に お い て 、 当 該 申 請 の 際 現 に ア ナ ロ グ 加

入 者 回 線 に よ り 電 話 の 役 務 の 提 供 を 受 け て い る 者 又 は 新 た に 電 話 の 役 務 の 提 供 を 受 け る こ と

と な る 者 に 対 し て 電 話 の 役 務 を 提 供 す る と き 。 

二 光 提 供 区 域 に お い て は 、 次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 す る と き に 限 り 、 ワ イ ヤ レ ス

固 定 電 話 役 務 を 提 供 す る こ と 。 

イ 利 用 者 （ 電 話 の 役 務 の 提 供 を 受 け よ う と す る 者 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） に

対 し 光 電 話 役 務 （ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第 十 四 条 第 三 号 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 を い う

。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） も 提 供 す る こ と が で き る 旨 を 勧 奨 し た 場 合 に お い て 、 当

該 利 用 者 が ワ イ ヤ レ ス 固 定 電 話 役 務 の 提 供 を 受 け る こ と を 希 望 し た と き 。 

ロ 利 用 者 の 居 住 す る 建 物 の 状 況 そ の 他 の 特 別 の 事 情 に よ り 、 光 電 話 役 務 の 提 供 が 著 し く 不

経 済 又 は 技 術 的 に 著 し く 困 難 で あ る と 認 め ら れ る と き 。 

ハ 災 害 そ の 他 非 常 の 場 合 に お い て 通 信 手 段 を 確 保 す る た め に 応 急 的 に ワ イ ヤ レ ス 固 定 電 話

役 務 を 提 供 す る と き 。 

二 市 町 村 内 の 一 定 の 区 域 に お い て 著 し く 少 数 の 者 に 対 し て 電 話 の 役 務 を 提 供 す る 場 合 で あ つ

て 、 海 底 ケ ー ブ ル そ の 他 の 通 常 用 い ら れ る 設 備 に 比 し て 著 し く 高 額 な も の を 用 い る こ と を 余

儀 な く さ れ る こ と そ の 他 の 当 該 区 域 に お け る 特 別 の 事 情 に よ り 、 当 該 提 供 が 著 し く 不 経 済 で

あ る と 認 め ら れ る と き （ 前 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ） 。 

［ 削 る ］ 三 災 害 そ の 他 非 常 の 場 合 に お い て 通 信 手 段 を 確 保 す る た め に 応 急 的 に 電 話 の 役 務 を 提 供 す る

と き 。 

［ 削 る ］ ２ 前 項 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

 一 特 例 地 域 次 に 掲 げ る 地 域 を い う 。 

イ 離 島 振 興 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 七 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 離 島

振 興 対 策 実 施 地 域 

ロ 奄 美 群 島 振 興 開 発 特 別 措 置 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 八 十 九 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 奄 美

群 島 
ハ 山 村 振 興 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 六 十 四 号 ） 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 振 興 山

村 

ニ 小 笠 原 諸 島 振 興 開 発 特 別 措 置 法 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 七 十 九 号 ） 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す

る 小 笠 原 諸 島 

ホ 半 島 振 興 法 （ 昭 和 六 十 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 半 島 振
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興 対 策 実 施 地 域 

 ヘ 沖 縄 振 興 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 十 四 号 ） 第 三 条 第 三 号 に 規 定 す る 離 島 

 二 加 入 者 密 度 市 町 村 内 の 町 又 は 字 そ の 他 の 区 域 に お い て ア ナ ロ グ 加 入 者 回 線 に よ り 電 話 の

役 務 の 提 供 を 受 け る 者 の 数 の 合 計 数 を 当 該 町 又 は 字 そ の 他 の 区 域 の 面 積 （ 表 示 単 位 は 平 方 キ

ロ メ ー ト ル と す る 。 ） で 除 し て 得 た 数 を い う 。 

（ 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 に 規 定 す る 地 域 電 気 通 信 業 務 の 認 可 ） 

第 二 条 の 三 地 域 会 社 は 、 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 地 域 電 気 通 信 業 務 を 営 む こ と の

認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 、 前 条 の 規 定 に よ り 地 域 会

社 が 定 め る 方 針 が 前 条 各 号 に 掲 げ る 要 件 に 適 合 し て い る こ と を 証 す る 書 類 を 添 え て 、 総 務 大 臣

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 に 規 定 す る 地 域 電 気 通 信 業 務 の 認 可 ） 

第 二 条 の 三 地 域 会 社 は 、 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 地 域 電 気 通 信 業 務 を 営 む こ と の

認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 

一 業 務 の 内 容 及 び 区 域 一 ［ 同 上 ］ 

二 業 務 の 開 始 の 時 期 二 ［ 同 上 ］ 

三 業 務 を 営 む 理 由 三 ［ 同 上 ］ 

四 業 務 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 設 備 の 概 要 四 ［ 同 上 ］ 

[ 削 る] 五 業 務 が 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 理 由 

五 業 務 管 理 体 制 の 整 備 そ の 他 適 切 か つ 安 定 的 な 電 話 の 役 務 の 提 供 を 確 保 す る た め に 講 ず る 具

体 的 な 措 置 

六 ［ 同 上 ］ 

六 業 務 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 設 備 の 調 達 に 係 る 適 正 性 を 確 保 す る た め に 講 ず る 具 体 的 な 措 置 七 ［ 同 上 ］ 

七 業 務 に 係 る 加 入 者 の 保 護 を 図 る た め に 講 ず る 具 体 的 な 措 置 八 ［ 同 上 ］ 

  備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 地

域 会 社 は 、 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 、 法 第 二 条 第 五 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 認 可 を 受 け て 地 域 電 気

通 信 業 務 を 営 ん で い る と き は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お い て も 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 日 本 電 信 電

話 株 式 会 社 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 二 条 の 二 及 び 第 二 条 の 三 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 業 務 を 従

前 の 例 に よ り 営 む こ と が で き る 。  

 


